
 

経営規模等評価等申請の流れ・審査時期について 

令和８年４月 

監 理 課 

 

１ 申請手続の流れ 

 
 

２ 審査時期 

・上表の締切日内に申請することが困難な場合は、随時に申請することができます 

・令和８年改訂版手引きが発行されるまでは「令和６年５月改訂版手引き」をもとに申請をお願いします 

※電子申請された経営事項審査については、結果通知書の発行までの期間を最大３週間程度短縮します 
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③申請書類の郵送または持参

④事務所において随時審査

⑤確認書類の返送
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⑥結果通知

⑤正本の進達

＜審査の翌月末まで＞

＜審査の翌月末まで＞

＜毎月末まで＞
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①経営状況分析申請

②経営状況分析終了通知

＜審査の前月末まで＞

＜毎月15日まで＞

審査基準日（決算日） ③受付締切日  ⑥結果通知（紙申請）※ 

令和７年10月１日 ～ 令和７年10月31日  令和８年４月15日 令和８年５月末 

    11月１日 ～     11月30日  ５月15日 ６月末 

    12月１日 ～     12月31日  ６月15日 ７月末 

令和８年１月１日 ～ 令和８年２月28日 ７月15日 ８月末 

    ３月１日 ～     ３月31日 ８月15日 ９月末 

    ４月１日 ～     ４月30日 ９月15日 10月末 

    ５月１日 ～     ６月30日 10月15日 11月末 

    ７月１日 ～     ８月31日 11月15日 12月末 

    ９月１日 ～     ９月30日 12月15日 令和９年１月末 

申請書類の郵送（又は持参） 


